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＜平成９年の河川法改正＞

改正前の河川法では、河川管理者は、水系ごとに「工事実施基本計画」を策定しておくこととされ
ていた。また、策定手続きとしても、建設大臣が策定する場合に河川審議会の意見を聴くこととされ
ていた。

しかし、河川環境の整備と保全を求める国民のニーズに的確に応え、また、河川の特性と地域の
風土・文化等の実情に応じた河川整備を推進するためには、河川管理者だけによる河川の整備計
画ではなく、地域との連携が不可欠である。

また、これまでの工事実施基本計画は河川整備の内容が詳細に決められておらず、具体的な川
づくりの姿が明らかとなっていなかった。

このため、豊でうるおいのある質の高い国民生活や良好な環境を求める国民のニーズの増大等
の最近の動きに的確に応えるため、これまでの工事実施基本計画の制度を見直し、新たな計画制
度を創設したものである。

具体的には、工事実施基本計画で定めている内容を、河川整備の基本となるべき方針に関する
事項（河川整備基本方針）と具体的な河川整備に関する事項（河川整備計画）に区分し、後者につ
いては、具体的な川づくりが明らかになるように工事実施基本計画よりもさらに具体化するとともに、
地域の意向を反映する手続きを導入することとした。

１．河川の整備計画制度の見直しについて
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●河川整備基本方針は、河川管理者（一級水系は国土交通大臣、二級水系は都道府県知事）が定
めるものであり、内容及び策定に係る流れは図－１、図－２のとおりである。

＜手続き＞ ・社会資本整備審議会の意見を聴く
（二級水系の場合、都道府県河川審議会がある場合）
・策定後、公表する

＜内 容＞ ・長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針を記述する
・個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方を記述する

●河川整備計画は、河川整備基本方針に基づき河川管理者が定めるものであり、手続き及び内容
は図－１、図－２のとおりである。

＜手続き＞ ・関係地方公共団体の長の意見を聴く
・学識経験者や関係住民の意見を聴く
・策定後、公表する

＜内 容＞ ・２０～３０年後の河川整備の目標を明確にする
・個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする

２．河川整備基本方針と河川整備計画の特徴
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２．河川整備基本方針と河川整備計画の特徴 （図－１）
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２．河川整備基本方針と河川整備計画の特徴 （図－２）
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３．十勝川水系河川整備計画【変更】（平成２５年６月）について
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３．十勝川水系河川整備計画【変更】（平成２５年６月）について
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４．十勝川中流部川づくりワークショップについて

帯広開発建設部では、十勝川中流部（すずらん大橋～千代田分流堰）の治水安全度向上の
ため、河道の掘削を行うにあたり、 より良い川づくりに向けてその具体案を検討することを
目的に「十勝川中流部川づくりワークショップ」を開催しました。

ワークショップはH22.10～H24.3まで10回開催され、河道整備の方向性を示す川づくり
案を取りまとめ、平成24年度からは「十勝川中流部市民協働会議」が立ち上げられ、地域住
民、市民団体、行政が協働で、十勝川中流部川づくり案に沿った川づくりを進めています。

利活用例と今後の川づくりの進め方（第10回資料より抜粋）



５．十勝川中流部川づくりワークショップ 川づくり（案）と整備状況
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６．十勝大橋上流草地復元イメージ図（十勝川左岸KP56.8～57.7）
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７．音更川合流点下流草地復元イメージ図（十勝川左岸KP54.6～55.8）
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８．音更川合流点下流草地復元 進捗状況（十勝川左岸KP54.6～55.8）
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９．相生中島地区 掘削工事平面図（十勝川左岸KP54.6～55.8）
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９－２相生中島地区 空中写真
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相生中島地区川づくり以降
H23洪水、H28洪水で土砂が堆積
樹木繁茂の抑制（これまで）
堆積土砂の掘削（令和3年度に一部実施済み、今後も順次実施予定）

１０．相生中島地区掘削後の状況
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